
火災保険等の商品改定のご案内 

 

セコム損保では、補償内容・割引制度の充実及びリスク実態や補償内容の改定に応じた保険料の   

見直しを図り、２０１５年１０月１日以降保険始期契約より火災保険等の商品改定を行います。 

なお、満期を迎えるご契約の保険料が引き上げとなるご契約者様に関しましては、お客さまのご予算

に合わせたプランのご提案をさせていただきますので、取扱代理店・セコム損保営業店にお気軽に  

ご相談ください。 

商品改定の概要は下記のとおりです。詳細につきましては、取扱代理店・セコム損保営業店にお問い

合わせください。 

 

 

 

① 家庭総合保険（セコム安心マイホーム保険）  

② 地震保険  

③ 住宅総合保険  

④ 住宅火災保険  

⑤ 店舗総合保険  

⑥ 普通火災保険（一般物件用）／（工場物件用）／（倉庫物件用） 

⑦ 店舗休業保険  

⑧ 企業費用・利益総合保険  

⑨ 満期戻総合保険（あんしんニューダブル） 

 

 

 

（１）基本補償の拡充 

  ● 保険金のお支払条件等の拡充 

補償の種類 改定前 改定後 

セキュリティ 

グレードアップ

費用 

【お支払いする保険金の上限額】 

１事故１敷地内につき 20万円が限度 

【お支払いする保険金の上限額】 

１事故１敷地内につき 50万円が限度 

残存物    

取片づけ費用 

【保険金をお支払いする場合】 

盗難事故は対象外  

 

【お支払いする保険金の上限額】 

損害保険金の 10％ 

【保険金をお支払いする場合】 

盗難事故も対象 

 

【お支払いする保険金の上限額】 

損害保険金の 30％ 

バルコニー等

修理費用 
（新設） 

保険の対象がマンション戸室の場合に、バルコ

ニー等の専用使用権付共用部分の事故による

損害について、その修理費用に対し、30万円を

限度にお支払いします。 

水災補償 

【保険金をお支払いする場合】 

ア．保険価額の 30％以上の損害 

イ．ア．に該当しない場合、床上浸水 

 

【保険金をお支払いする場合】 

ア．保険価額の 30％以上の損害 

イ．ア．に該当しない場合、床上浸水 

または地盤面より 45cmを超える浸水 

改定対象となる保険商品 

セコム安心マイホーム保険の主な改定概要 



●門・塀・垣等以外の屋外設備・装置等の自動補償 

敷地内構築物修復費用補償特約によって、補償（基本補償では補償対象外）していた屋外設備・

装置等（外灯、郵便ポスト、電柱、物干、遊具、井戸、灯篭等）を基本補償の保険の対象の     

範囲に含め、自動補償としました。 

 

（２）オプション補償（特約）の改定 

  多様なニーズに沿った補償を提供するため、各種特約の新設・改定を行いました。また、特約   

ラインナップの整理を行い、引受方法の変更や販売停止を行いました。販売停止となる特約に  

つきましては、従来と同じ内容でのご契約ができなくなるケースがありますが、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。 

（３）保険料の改定 

  近年、自然災害や住宅の老朽化等を原因とする水濡れ損害による保険金のお支払いが増加して 

いることから、損害保険料率算出機構が算出する火災保険参考純率※が見直されました。（平均で 

約3.5％の引上げ。構造や所在地によって引上げとなる場合と引下げとなる場合があります。）  

これに併せて、リスク実態や補償内容の改定に応じた保険料の見直しを行いました。（基本補償と

一部のオプション補償の保険料を改定しています。） 

※保険料のうち保険金のお支払いに充当する部分の保険料率について、保険会社が保険料設定の参考にできる 

料率です。 

（４）割引の新設・改定 

●建物築浅割引の新設 

   保険始期日時点での建物の築年数が１０年未満の場合に、建物の保険料が割引となります。 

●既存の割引の改定 

   保険料改定に伴う割引率の改定を行いました。また、「耐火性能割引」を廃止しました。 

（５）保険期間 

  ●保険期間の上限の改定 

長期契約の保険期間の上限を１０年までとしました。これに伴って、５年までとしていた家財

契約の保険契約の保険期間を１０年まで可能としました。 

 

 上記以外の詳細につきましては、「セコム安心マイホーム保険（家庭総合保険） 商品改定のご案内」

をご覧ください。 

 

 また、その他の商品の改定内容につきましては、取扱代理店・セコム損保営業店にお問い合わせ    

ください。 





家庭総合保険


2015年10月改定


商品改定のご案内
セコム安心マイホーム保険（家庭総合保険）におきましては、2015年10月１日より商品改定を行っております。
つきましては、改定内容の主なポイントをご案内いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、取扱代理店または当社までお問合わせください。
※このご案内においては、改定前に販売していた商品（保険始期が2011年6月1日～2015年9月30日）からの改定内容を表示しています。


お客様の声
に応えて


リニューア
ル！！


基本補償の拡充１


●保険金のお支払条件等の拡充


●免責金額パターンの追加
基本補償プランの免責金額設定パターンに「なし（風災・雹災・雪災のみ20万円）」を選択できるようにしました。


●付属建物内収容家財の自動補償
物置・車庫等の付属建物内収容家財について、付属建物が保険の対象である建物に含まれているか否かに関わらず
（家財のみのご契約の場合でも）、自動的に保険の対象である家財に含めることとしました。


●門・塀・垣等以外の屋外設備・装置等の自動補償
敷地内構築物修復費用補償特約によって補償（基本補償では補償対象外）していた屋外設備・装置等（外灯、郵便ポスト、
電柱､物干、遊具、井戸、灯篭等）を基本補償の保険の対象の範囲に含め、自動補償としました。


改　定　前
敷地内構築物修復費用補償特約で補償


保険の対象である建物が事故によって
損害を受けた場合に限る（単独損害は補償できない）


支払限度額：300万円
庭木も対象


改　定　後
基本補償で自動補償（特約のセットは不要）


単独損害も補償


支払限度額：建物保険金額
動物・植物等の生物は対象外（生垣は「垣」として補償します）


改　定　前 改　定　後


門・塀・垣等以外の
屋外設備・装置等


※敷地内構築物修復費用補償特約をセットした場合 ※門・塀・垣を建物に含めて契約した場合


補償の種類


【お支払いする保険金の上限額】
１事故１敷地内につき20万円が限度


【保険金をお支払いする場合】
ア．保険価額の30％以上の損害
イ．ア．に該当しない場合、床上浸水


【保険金をお支払いする場合】
ア．保険価額の30％以上の損害
イ．ア．に該当しない場合、床上浸水
　　または地盤面より45cmを超える浸水


水災補償


バルコニー等修理費用


残存物取片づけ費用


セキュリティグレードアップ費用


【保険金をお支払いする場合】盗難事故は対象外
【お支払いする保険金の上限額】損害保険金の10％


【保険金をお支払いする場合】盗難事故も対象
【お支払いする保険金の上限額】損害保険金の30％


【お支払いする保険金の上限額】
１事故１敷地内につき50万円が限度


［　新　設　］
保険の対象がマンション戸室の場合に、バルコニー等の
専用使用権付共用部分の事故による損害について、その
修理費用に対し、30万円を限度にお支払いします。


保険金のお支払条件等保険金のお支払条件等


(ひょう)


※Webを活用した契約方法においては、クレジットカード払いを選択できる場合があります。（初回口座振替を除きます。）
　この場合の払込期日については、上表改定後欄の「所定の振替日」は「末日」となります。


保険料払込期日の変更7
下記の場合における保険料払込期日を変更しました。（原則口座振替※となります。）


改定後改定前払込方法等
長期年払の２年目以降


自動継続（地震保険）


初回口座振替


一般分割の２回目以降
【12分割12回払に統一】


〒102-8645 東京都千代田区平河町２-６-２ セコム損保ビル　TEL 03-5216-6111（大代表）


このチラシは、2015年10月の「セコム安心マイホーム保険（家庭総合保険）」の改定の概要を説明したものです。詳しい商品内容につきましては、「重要事項説明書」
「ご契約のしおり/家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集」をご覧ください。
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毎年の始期応当日


毎年の始期応当日


（新規）始期日前月の所定の振替日
（継続）始期日当月の所定の振替日


始期日の翌月または翌々月以降
毎月の所定の振替日


毎年の始期応当日の翌月の所定の振替日


始期日の翌月の所定の振替日


始期日の翌月の所定の振替日


【初回口座振替の場合】始期月の翌々月以降毎月の所定の振替日
【初回口座振替でない場合】始期月の翌月以降毎月の所定の振替日


●主契約自動継続方式の導入


自動継続方式が
可能なご契約


継続停止・契約内容変更
の申出期限


継続契約の建物評価額・
保険金額


保険期間10年の一括払契約となります。


満期日の属する月の前々月末日となります。


継続時点での物価等を勘案して、当社で再評価を行い、変更の必要があると判断される場合は、
変更後の評価額・保険金額でご案内します。


継続契約の保険料払込手段


初回契約時の払込手段にかかわらず、口座振替となります。
※初回契約時に口座振替依頼書を提出していただきます。
　口座振替依頼書が提出されていない場合や、金融機関の都合等により口座振替ができない
　場合等には、自動継続のご案内時に、別の払込方法をご案内します。


予定継続期間
予定継続期間を設定いただくことができます。（任意）
予定継続期間（○年○月まで）を設定いただくと、同期間を充足する整数年までの自動継続となります。
（それ以降のご継続については、取扱代理店等からご案内します。）


継続契約の保険期間・
保険料払込方法


継続前契約における保険期間・保険料払込方法と同一の期間・方法でご案内します。
なお、継続契約の保険期間・保険料払込方法は、変更することができます。
※自動継続の案内時に変更方法等をご案内します。
※保険期間・保険料払込方法を当社から制限させていただく場合もあります。
※保険期間・保険料払込方法以外の契約内容の変更を希望される場合は、自動継続は停止させて
　いただき、取扱代理店等でのお手続きとなります。　


※大幅な商品改定があった場合等、自動継続を当社から停止させていただく場合もあります。


「保険契約の自動継続に関する特約」を新設し、以下のとおり自動継続方式を導入しました。自動継続方式をご選択いた
だいた場合、継続停止・契約内容変更の申出期限までに、継続しない旨の申出または契約内容変更の申出がない場合は、
継続前契約と同様の内容（建物評価額・保険金額は変更する場合があります。また、保険期間・保険料払込方法は変更可
能です。）で自動的に継続※されます。


お問い合わせは…
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割引率内容


保険始期日時点での建物の築年数が10年未満の場合に、
建物の保険料が割引となります。 （築年数、保険期間によって変わります）


１％～10％


●地震保険における長期年払の導入
主契約が長期年払の場合、地震保険は保険期間を１年とする自動継続としていましたが、「長期保険保険料年払特約（地
震用）」を新設し、地震保険についても長期年払としました。これにより、保険期間の中途で地震保険の保険料改定があっ
た場合でも、その保険期間中は地震保険の保険料は変更しません。（主契約の保険期間が５年を超える場合、地震保険
の保険期間は５年となります。残りの期間については自動継続となりますので、その際には保険料を変更する場合があ
ります。）


●保険期間の上限の改定
長期契約の保険期間の上限を10年までとしました。これに伴って、５年までとしていた家財契約の保険期間を10年ま
で可能としました。（マンション管理組合向け総合補償プランにおいては、５年までとなります。）


●長期年払（主契約）の保険期間の選択肢の拡大
主契約の保険料払込方法において、５年のみに限定していた長期年払を２年～10年までのすべての整数年契約で可能
としました。
（保険期間2年は６％、３・４年は８％、５～10年は10％の保険料割引が適用されます。）


保険期間、保険料払込方法、契約方式等の改定6


●参考純率および各種改定に伴う保険料の改定
近年、自然災害や住宅の老朽化等を原因とする水濡れ損害による保険金のお支払いが増加していることから、損害保険
料率算出機構が算出する火災保険参考純率※が見直されました（平均で約3.5％の引上げ。構造や所在地によって引上
げとなる場合と引下げとなる場合があります。）。これに合わせて、リスク実態や補償内容の改定に応じた保険料の見直
しを行いました。（基本補償と一部のオプション補償の保険料を改定しています。）
お客さまのご契約の保険料につきましては、別途ご案内する「更改申込書」「保険料お見積書」等でご確認ください。


●Ｍ構造の保険料適用区分の改定
全国一律としていたＭ構造の保険料について、都道府県別の保険料体系に変更しました。


保険料の改定4


●建物築浅割引の新設


割引の新設・改定5


※保険料のうち保険金のお支払いに充当する部分の保険料率について、保険会社が保険料設定の参考にできる料率です。


※建物を保険の対象とするご契約の場合には、必ず申込書の「建築年月」欄に建築年月のご記入をお願いします。
※建築年月については、原則として「建物完成年月」（建物登記簿謄本、重要事項説明書等により確認できます。）としてください。
　「建物完成年月」がわからない場合は、「建築確認年月」（確認済証、検査済証等により確認できます。）としてください。なお、確認書類の提出は不要です。


内容割引の名称
ホームセキュリティ割引 保険料改定に伴い、割引率も変更しました。


オール電化住宅割引 保険料改定に伴い、割引率も変更しました。


長期年払割引 保険期間の選択肢の拡大に伴い、保険期間別の割引率を設定しました。（後記６．をご参照ください。）


耐火性能割引 廃止しました。


●既存の割引の改定


各種特約（オプション補償等）の新設・改定・販売停止2
セコム安心マイホーム保険では、多様なニーズに沿った補償を提供するため、特約のラインナップの整理を行い、
引受方法の変更や販売停止を行いました。販売停止となる特約につきましては、従来と同じ内容でのご契約が
できなくなるケースがありますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。対象の特約は下記のとおりです。


約款規定の明確化に関する改定3
普通保険約款および関連する特約の規定の明確化を行いました。


改 定 内 容


新設特約の概要、廃止特約の代替商品特約名称


項 目
吹込み損害の取扱い、１回の積雪期に生じた複数個所の損害の取扱い、雪災の積雪荷重・落雪等による事故
や雪崩を補償対象とし、融雪水の漏入・凍結、融雪洪水、除雪作業事故を補償対象外とすることを明確にしま
した。また、風災について、竜巻を追加、暴風雨を削除し、「台風、旋風、竜巻、暴風等」としました。


従来の地震火災費用保険金補償特約の支払割合を拡大する特約です。（地震・噴
火・これらによる津波を原因とする「火災」を補償します。家計地震保険をセットした
ご契約にのみセットすることができます。）


破損・汚損損害等補償特約は、建物と家財・共用動産を１保険契約で契約した場合、
建物と家財・共用動産の両方が補償の対象となります。この特約で家財・共用動産を
補償対象外とすることができます。


●示談交渉サービスを導入しました。（「賠償事故解決に関する特約」を新設し、これ
　らの特約に自動セットします。）
●支払限度額に「２億円」「３億円」を新設しました。


補償の対象となるドアの範囲（建物の出入りに通常使用するドアをいい、共同住宅に
おけるエントランスのドア等は含まないこと）、被保険者が負担した費用であること
等、約款規定の明確化を行いました。


補償対象外としていた盗難事故を補償の対象に追加し、基本補償（普通保険約款）
の事故すべてが支払対象となりました。


誠に申し訳ございませんが、代替商品はございません。


基本補償で自動補償となりました。（庭木等、動植物は対象外となります。）


誠に申し訳ございませんが、代替商品はございません。
他の支払割合・限度額の特約をご検討ください。


新設の「建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約」をご検討ください。


破損・汚損損害等補償特約では補償対象外としている、電気的・機械的事故を所定
の建物付属機械設備等について復活補償する特約です。（「太陽光発電システム」
「エコキュート等の給湯設備」等が対象となります。破損・汚損損害等補償特約がセッ
トされた契約にのみセットできます。）


複数の契約にセットした場合、所定の限度額までのお支払いとなるために、一方の契
約の特約セットが不要となる場合がありましたが、複数の契約の支払限度額の合計
までを各契約の支払責任額を限度に支払う方式に改定しました。


マンション管理組合向け総合補償プランにのみセット可能でしたが、賃貸マンション
オーナー等のマンション１棟を保険の対象とする契約等にもセット可能としました。


ウィルス、細菌、原生動物等の付着・接触等によるもの、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気
または日常生活等に伴う臭気と同程度の臭気の残存を損害とみなさないことを明記しました。


法令により所有・所持が禁止されているもの、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物を保険の対
象から除外することを明記しました。


○「土砂崩れ」と「落石」を区別し明確化しました。
○保険の対象の価額を明確化しました。
○損害保険金の支払額について、修理できる場合の修理費を明確化しました。
○「単なる外観上の損害」等について基本補償（普通保険約款）で免責としました。
○損害防止費用について、告知義務違反等によって免責となる場合も支払対象外としました。


風災・雹災・雪災補償
の明確化


損害から除外する
ものの明確化


保険の対象から
除外するものの明確化


その他の明確化


地震火災費用保険金補償特約（30％）


地震火災費用保険金補償特約（50％）


建物付属機械設備等
電気的・機械的事故補償特約


家財の破損・汚損損害等
補償対象外特約


臨時費用保険金補償特約


個人賠償責任補償特約


ドアロック交換費用補償特約


個人賠償責任保険包括契約に関する特約


新
　
設


改
　
定


販
売
停
止


類焼損害補償特約


施設賠償責任補償特約


建物時価比例払特約


臨時費用保険金補償特約
（30％、100万円限度）


敷地内構築物修復費用補償特約


設備損害補償特約


破損・汚損損害等補償特約（家財の場合）


(ひょう)
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